
地域資源ブラッシュアップ支援事業補助金交付要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、富山県補助金等交付規則（昭和37年富山県規則第10 号。以下

「規則」という。）第21条の規定に基づき、地域資源ブラッシュアップ支援事業補

助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
 （補助金の交付） 
第２条 知事は、地域資源を利活用した高付加価値を有する商品及びサービス等の創

出の推進を図るため、地域資源ブラッシュアップ支援事業実施要領（以下「実施要

領」という。）に定める事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を

交付するものとする。 
 
 （交付の対象経費及び補助率等） 
第３条 補助金の交付の対象経費、補助率、補助金の限度額及び補助対象期間は、別

表のとおりとする。 
 
 （交付申請書） 
第４条 規則第３条に規定する補助金交付申請書の様式は、別記様式１のとおりとす

る。 
 ２ 補助金の交付を受けようとする者（以下「事業実施主体」という。）は、前項の

申請書を提出するにあたって、当該補助金に消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなけ

ればならない。 
   ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除額が明らかでない場合については、この限りでない。 
 
 （交付条件） 
第５条 規則第５条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりと

する。 
（１）補助事業の総事業費の20パーセント以上の変更をする場合は、知事の承認を受

けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに知事に報告して、その指示を受けること。 

（４）補助事業を実施する事業実施主体（以下「補助事業者」という。）は、補助金と

補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿その他の証拠書類を

整理し、補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存して

おくこと。 

 

 （変更（中止・廃止）承認申請書） 



第６条 第５条第１号に規定する補助事業の内容の変更、又は同第２号に規定する補

助事業の中止若しくは廃止の承認の申請は、変更（中止・廃止）承認申請書（別記

様式２）によるものとする。 

 

 （実績報告書） 

第７条 規則第12条に規定する実績報告書の様式等は、別記様式３のとおりとする。 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から３０日以内又は交付決定の

あった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日とする。 

 
（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の精算） 

第８条 第４条第２項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、補助事業完

了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに知事に報告するとともに、知事の返

還命令を受けて当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部を返

還しなければならない。 
 
（補助金の額の確定等） 

第９条 知事は、第７条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交

付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、補助事業者に通知する。 
２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を

命ずる。 
 
 （補助金の概算払） 
第10 条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請

求書（別記様式４）を知事に提出しなければならない。 
 
 （財産の処分の制限） 
第 11 条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

40 年大蔵省令第15 号）で定める耐用年数（以下「処分制限期間」という。）を経過

しない場合において、取得財産等管理台帳（別記様式５）を整備保管しなければな

らない。 
 ２ 補助事業者は、取得財産等を補助金の交付の目的以外の用途に使用し、他の者

に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようと

するときは、あらかじめ財産処分承認申請書（別記様式６）により知事の承認を

受けなければならない。ただし、処分制限期間を経過したものについてはこの限

りでない。 
 ３ 前項の場合において、知事は、補助事業者が取得財産等の処分をすることによ

り収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。ただ



し、当該取得財産等の処分が処分制限期間を経過している場合はこの限りではな

い。 
 
 （その他） 
第12 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 
 
  附 則 
 １ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
２ この要綱の施行に伴い、６次産業化チャレンジ支援事業費補助金交付要綱は、

廃止する。 
３ ６次産業化チャレンジ支援事業費補助金交付要綱により実施し、引き続き本要

綱のもとで継続実施される事業については、なお従前の例による。 
  
 
 
 
 
 



別表（第３条関係） 

区分 補助対象経費※1,2,3,4,5 補助率 
補助金の 
限度額 

（下限額） 

補助 
対象 
期間 

１ 一般事業 
 

（１）研究開発・試作費 
（２）機械・器具導入費 
（３）施設整備費（ただし、耐用年数 20 年以下の加工、

販売、その他サービス等の実施に要する施設を対象

とする。限度額は、事業費の 2 分の１の額又は250
万円のいずれか低い額とする。） 

（４）販路開拓・販促資材費 
（５）その他地域資源の利活用による付加価値創出の推進

に必要であると知事が認める経費 

事業に要する経費の実支出額の２分の１

以内  
(千円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨

てた金額） 
 

 

2,500千円 

（1,000千円） 

 

 

 

 

 

 

１年間 

２ 農福連携

事業 
福祉分野と連携して取り組む、 
（１）研究開発・試作費 
（２）機械・器具導入費 
（３）施設整備費（ただし、耐用年数 20 年以下の加工、

販売、その他サービス等の実施に要する施設を対象

とする。限度額は、事業費の 2 分の１の額又は250
万円のいずれか低い額とする。） 

（４）販路開拓・販促資材費 
（５）障害者への指導費※６ 
（６）その他地域資源の利活用による付加価値創出の推進

に必要であると知事が認める経費 

 

3,000千円 
 
ただし、障害者への指導

費については、500千円を

補助金の限度額とする。 

（1,000千円） 

３ 農観連携

事業 
観光業者と連携して取り組む、 
（１）研究開発・試作費 
（２）機械・器具導入費 
（３）施設整備費（ただし、耐用年数 20 年以下の体験農

園・農家（漁家）レストラン、その他観光誘客に資

する施設を対象とする。限度額は、事業費の 2 分の

１の額又は 300 万円のいずれか低い額とする。） 

左の事業に要する経費に対し、その６分

の１以上を市町村が補助する場合におい

て、当該市町村の補助額の２倍に相当する

額と左の事業に要する経費の実支出額の３

分の１に相当する額とのいずれか低い額 
(千円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨

てた金額） 

 

２年間で 

2,000千円 

（1,000千円） 

 

２年間

以内 



※１ 領収書、積算証明書等の支出内容を確認できるものに限る。  

※２ 経常的な経費（事務所費等賃借料、光熱水道費、障害者への指導に関わらない人件費等）は補助対象外とする。 

※３ 農林水産業の生産に係る施設・機械等の整備に係る経費は補助対象外とする。 

※４ 販路開拓・販促資材費は新商品及びサービス等にかかるものに限る。販路開拓に要する経費のうち旅費については、自家用車による移動及び

宿泊を伴う場合は、富山県職員等の旅費に関する条例を基準としつつ、事業内容に応じた社会通念上適当と認められる範囲内の金額に限る。ま

た、宿泊費については、１回の商談会等への参加につき１泊分のみを補助対象とする。なお、交通費については、鉄道のグリーン車料金、航空

機のビジネスクラス料金その他これらに類する特別料金は補助対象外とする。 

※５ 土地の購入及び土地基盤の整備に係る経費は補助対象外とする。 

※６ 農の雇用事業等、国等から指導に関する助成金を受けている場合は、補助対象外とする。 

 

（４）販路開拓・販促資材費 
（５）その他地域資源の利活用による付加価値創出の推進

に必要であると知事が認める経費 
４ ローカル

スタートアッ

プ事業 

（１）研究開発・試作費 
（２）機械・器具導入費（ただし、500 千円以下のものに

限る。） 
（３）販路開拓・販促資材費 
（４）その他地域資源の利活用による付加価値創出の推進

に必要であると知事が認める経費 

 
事業に要する経費の実支出額の２分の１

以内 
(千円未満の端数がある場合は、当該端数を切り

捨てた金額） 
 

 

500千円 

 

 

１年間 



（別記様式１） 

  年  月  日  

 

 富山県知事     殿 

 

 

住 所                 

氏 名（団体名及び代表者名）      

 

   ○年度地域資源ブラッシュアップ支援事業補助金交付申請書 

 

 ○年度において、地域資源ブラッシュアップ支援事業を実施したいので、地

域資源ブラッシュアップ支援事業補助金        円を交付されるよ

う、富山県補助金等交付規則第３条の規定により、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

関係書類 

 （別紙様式）地域資源ブラッシュアップ支援事業補助金交付申請書 



別記様式１（別紙様式） 

 

地域資源ブラッシュアップ支援事業補助金交付申請書 

 

１ 事業費 

 (1)経費負担区分                          （単位：円） 

事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

負担区分 
補助率 

(Ａ/(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)) 
県補助金 
（Ａ） 

市町村補助金
（Ｂ）※ 

その他 
（Ｃ） 

 
   ％ 

 
 
※ 市町村補助金は、「農観連携事業」のみ記載 

 

 (2)項目別事業費等                         （単位：円） 

区分 
予定 

時期 
内容及び事業量 事業費 県補助金 

研究開発・試作に

要する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械・器具の導入

に要する経費※１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備に要す

る経費※２ 

    

販路開拓・販促資

材に要する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢農福連携｣の取

組みに要する経

費※３ 

  

 

 

  

｢農観連携｣の取

組みに要する経

費※４ 

    

その他 
 

 

   

合計 
    

※１ ｢ローカルスタートアップ事業｣の場合は取得価格が500千円未満のものに限る。 

※２ ｢ローカルスタートアップ事業｣の場合は対象外 

※３ 「農福連携事業」の場合のみ記載 

※４ ｢農観連携事業」の場合のみ記載 



２ 事業完了予定年月日（※事業完了期限は、２月末日までとする。） 

   年 月 日 

 

３ 収支予算 

(1)収入の部                               （単位：円） 

区   分 
本年度 
予算額 

前年度  
予算額※２ 

備    考 

県補助金    

 市町村補助金 ※１    

自己資金   ・消費税等 

そ の 他    

計    

※１「農観連携事業」に取り組む場合は、当該事業に対する市町村の補助額（予定を含む）を

確認できる書類を添付すること。 

※２ ２年度にわたる事業を実施する場合のみ記載 

 

(2)支出の部                                  （単位：円） 

区   分 
本年度 
予算額 

前年度  
予算額※ 

備    考 

地域資源ブラッシュア

ップ支援事業費 
   

内 
訳 

補助対象経費    

補助対象外経費   ・消費税等 

※ ２年度にわたる事業を実施する場合のみ記載 

 

 

 



（別記様式２） 
 

  年  月  日 
 
 

富山県知事    殿 
 
 

住 所 
氏 名（団体名及び代表者名）    

 
 
 ○年度地域資源ブラッシュアップ支援事業変更（中止・廃止）承認申請書 

 
 ○年 月 日付け富山県指令第  号で交付決定のあった地域資源ブラッシ

ュアップ支援事業補助金について、下記のとおり変更（中止・廃止）したいの

で承認くださるよう申請します。 
 

記 
 
 １ 変更（中止・廃止）したい理由 
 
 
 ２ 変更の場合は変更したい内容 
 



（別記様式３） 
 

 年  月  日 
 

富山県知事    殿 
 

住 所 
氏 名（団体名及び代表者名）    

 
 

○年度地域資源ブラッシュアップ支援事業補助金実績報告書 
 
 ○年 月 日付け富山県指令 第 号で交付決定のあった地域資源ブラッシ

ュアップ支援事業補助金について、富山県補助金等交付規則第 12 条の規定によ

り、関係書類を添えてその実績を報告します。 
 
 
関係書類 
 （別紙様式）地域資源ブラッシュアップ支援事業補助金実績報告書 



別記様式３（別紙様式） 

 

地域資源ブラッシュアップ支援事業補助金実績報告書 

 

1 事業実施主体の概要 

実施主体名  

代表者名・氏名 役職名：           氏名： 

住所・所在地  

担当者名・連絡先 
担当者名： 

電話：       FAX：       メールアドレス： 

従事（構成）者数  設立年月日  

主な従事者 

・構成員 

氏  名 年齢 主な役割等 

   

   

   

   

   

経営概要 

(経営規模、 

事業内容等) 

 

 

 

 

 

２ 取組実績の概要 

(1) 計画の名称 

 

（新たに開発した商品・サービス等の名称等） 

(2) 事業の目的 （取組に至った経緯、地域の背景・課題等） 

 

（目的） 

 

(3) 事業のコンセプト・タ

ーゲット 

（市場の状況・ニーズ） 

 

（コンセプト） 

 

（ターゲット） 

 

(4) 地域への貢献 

（地域内の関係者との連携に関す

る実績があれば、その旨も記載） 

 



３ 事業の具体的な内容 ※図や写真を積極的に入れてください。 

 (1) 新商品・サービスの企画・設計・開発に関する実績 

 

 

(2) 農林水産物の生産・採取等に関する実績 

作物・品目名 前年( 年度) 事業実施年度( 年度) 目標年度( 年度) 

 
作付面積(ha)    

出荷量(kg)    

 
作付面積(ha)    

出荷量(kg)    

 
作付面積(ha)    

出荷量(kg)    

※農業については作付面積を記載、その他については出荷量を記載すること。 

 

(3)新商品の製造・販売、新サービスの企画・提供に関する実績 

ア 新商品の製造・販売について（※該当する場合のみ記載） 

※商品の製造・販売工程（フローチャート）を記載すること。 

 

新商品の名称 事業実施年度( 年度) 目標年度( 年度) 

 生産量(kg,個)   

単 価 （ 円 ）   

売 上 (千 円 )   

販 売 先   

 生産量(kg,個)   

単 価 （ 円 ）   

売 上 (千 円 )   

販 売 先   

計 売 上 (千 円 )   

 

イ 新サービスの企画・提供について（※該当する場合のみ記載） 



 

 

新サービスの名称 事業実施年度( 年度) 目標年度( 年度) 

 利用者（人）   

提供単価（円）   

売 上 (千 円 )   

提 供 場 所   

 利用者（人）   

提供単価（円）   

売 上 (千 円 )   

提 供 場 所   

計 売 上 ( 千 円 )   

 

(4) 新商品・サービスの PR・販売促進に関する実績 

使用した媒体 方法・効果 

  

  

  

 

(5) 農福連携に関する実績（※該当する場合のみ記載） 

①連携した障害者施設 

施設名 連携内容 

  

 

②指導及び作業の実績 

指導員氏名 指導日数(日) 作業を行った障害者氏名 
障害区分 

※1 

作 業 形 態 

※2 

作 業 日 数 

(日) 

日給等 

 
作業内容 

        

      

      

        

      

      

計        

※1 障害区分は、Ａ型・Ｂ型及び身体・知的・精神・その他の別を記載すること。 
※2 補助事業者が雇用を行った場合にあっては、常時雇用の場合は「常時」、臨時雇用の場合は「臨

時」、就労継続支援事業所と連携した場合にあっては、「派遣」と記載すること。 

 



(6) 農観連携に関する実績（※該当する場合のみ記載） 

 

 

 

 

 

４ 収支実績 

 ①別紙様式のとおり 

 

②目標（※一般事業、農福連携事業、農観連携事業の場合はア又はイ、ローカルスタ

ートアップ事業の場合はウに〇） 

  ア 経営全体の売上高が、５年目に 10 パーセント以上増加すること  

イ 新たな部門の売上高が、５年目に 500 万円以上となること 

ウ 経営全体の売上高が、４年目に 100 万円以上増加すること 

 

５ 事業費 

 (1)経費負担区分                                       （単位：円） 

 

 

 年次 

事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

負担区分 
補助率 

(Ａ/(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)） 県補助金 
（Ａ） 

市町村補助金
（Ｂ）※1 

その他 
（Ｃ） 

○年度 
    ％ 

計 
     

 ※1 市町村補助金は、「農観連携事業」のみ記載 

  

(2)項目別事業費等                          （単位：円） 

 

区分 

実施 

時期 
内容及び事業量 事業費(円) 県補助金 

研究開発・試作に要

した経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械・器具の導入に

要した経費※１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備に要した経

費※２ 

    

販路開拓・販促資材

に要した経費 

    

｢農福連携｣の取組み

に要した経費※３ 

    

｢農観連携｣の取組み

に要した経費※４ 

    

その他     

合計     



※１ ｢ローカルスタートアップ事業｣の場合は取得価格が500千円未満のものに限る。 
※２ ｢ローカルスタートアップ事業｣の場合は対象外 
※３ 「農福連携事業」の場合のみ記載 

障害者への指導費として、５千円／日（概ね４時間以上）×指導人・日数で算出した額を記載
すること。ただし、補助対象経費は1,000千円を上限とする。 

※４ ｢農観連携事業｣の場合のみ記載 
※  各区分で複数の経費がある場合は、事業費の内訳表（任意様式）を添付すること。 
 

６ 事業完了年月日 

     年 月 日 

 

７ 収支精算 

(1)収入の部                                （単位：円） 

区   分 
本年度 
精算額 

本年度 
予算額 

比較増減 
備 考 

増 減 

県補助金      

 市町村補助金 ※1      

自己資金      

そ の 他      

計      
※1「農観連携事業」に取り組んだ場合は、当該事業に対する市町村の補助額を確認できる書類を添

付すること。 

 

(2) 支出の部                                  （単位：円） 

区   分 
本年度 
精算額 

本年度 
予算額 

比較増減 
備 考 

増 減 

地域資源ブラッシュア

ップ支援事業費 
     

内 
訳 

補助対象経費      

補助対象外経費      

 

８ 添付資料 

(1) 共通 

実績に関する以下の書類を適宜添付する。 

・経理関係書類（契約書、発注書、納品書、請求書、領収書等） 

・購入した機械の写真（パッケージやホームページを作成した場合はその写し） 

・本事業で開発した商品等の写真 

・見積書（計画時になかった機械を購入した場合のみ） 

・本要綱第 11 条で規定する財産取得等管理台帳 

 



(2) 農福連携事業の場合 

・事業期間中の従事者名及び指導員名、指導を行った日時・内容等が確認できる書

類（指導月報等）を添付する。 

 

(3) 農観連携事業の場合 

 観光業者と連携した内容がわかる資料を添付する。 

 



４　収支実績（別紙様式）

計画 実績

0 0

経営規模(ha)

生産部門 生産量(kg)

（　　　　　　　　　） 単価(円)

売上高(千円)

既存商品・サービス 生産量(kg,個)

（　　　　　　　　　） 単価(円)

売上高(千円)

既存商品・サービス 生産量(kg,個)

（　　　　　　　　　） 単価(円)

売上高(千円)

生産、既存商品・サービス 小計Ａ 0 0

新商品・サービス 生産量(kg,個)

（　　　　　　　　　） 単価(円)

売上高(千円)

生産量(kg,個)

（　　　　　　　　　） 単価(円)

売上高(千円)

生産量(kg,個)

（　　　　　　　　　） 単価(円)

売上高(千円)

新商品・サービス 小計Ｂ 0 0

0 0

その他（材料費等）③

労務費④

減価償却費⑤

0 0

販売費・一般管理費⑦

⑦のうち、役員報酬⑧

⑦のうち、その他人件費⑨

0 0

営業外収益⑪（補助金等）

営業外費用⑫

0 0

付加価値額（⑬＋④＋⑤＋⑧＋⑨） 0 0

事業実施主体の会計年度に応じて決算書等を基に作成すること。

ローカルスタートアップ事業については、「計画」の欄には売上高に関する項目のみを記載すること。

経常利益⑬＝(⑩＋⑪－⑫)

事業実施年（　　年度）

売上高①　Ａ＋Ｂ

売上原価②＝（③＋④＋⑤）

営業利益⑩＝(⑥－⑦)

売上総利益⑥＝(①－②)



（別記様式４） 

 年  月  日  

 

 富山県知事     殿 

 

 

住 所                 

氏 名（団体名及び代表者名） ○印     

 

   ○年度地域資源ブラッシュアップ支援事業補助金概算払請求書 

 

 ○年  月  日付け富山県指令第  号で交付決定のあった地域資源ブラ

ッシュアップ支援事業補助金について、下記により、金      円を概算払

によって交付されるよう請求します。 

 

記 

   年 月 日現在 

補助金交付決定額 

① 

既受領額 

② 

今回請求額 

③ 

概算払予定額計 

②＋③＝④ 

備考 

④／① 

円 円 円 円 ％ 

 

 

 

 

 



（別記様式５） 

 

取得財産等管理台帳 
 

財産の名称 所在地 規格・型式 数量 
取得価格 

（税抜） 

処分制限 

期間 
補助率 備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

 ※ 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。 

 ※ 処分制限期間は、本交付要綱第 11 条第１項に定める期間を記載すること。 

 



 

（別記様式６） 

 

年  月  日  

 

富山県知事     殿 

 

住 所                 

氏 名（団体名及び代表者名）      

 

 

   地域資源ブラッシュアップ支援事業補助金財産処分承認申請書 

 

 

 〇年度地域資源ブラッシュアップ支援事業により事業計画の承認を受け、同補助

金により取得した財産について、地域資源ブラッシュアップ支援事業補助金交付要

綱第 11 条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 
 

記 

 

１ 処分の理由及び今後の利用方法 

 （１）処分の理由 

   

 

 （２）今後の利用方法（処分区分）  

 【転用/有償譲渡/有償貸与/無償譲渡/無償貸与/交換/抵当権の設定/取壊し/廃棄】 

   

   

２ 処分の対象財産 

 （１）補助事業名、補助金額（補助率、額の確定日）、事業実績額 

  事  業：〇年度地域資源ブラッシュアップ支援事業 

補 助 金：地域資源ブラッシュアップ支援事業補助金 

  補助金額：金    円 

（ 年 月 日付、富山県指令 第 号） 

  事業実績額：金    円（税抜き） 

 （２）処分する財産の名称等 

  別紙様式（対象財産一覧）を添付する。 

   

３ 処分予定年月日 

  

   

４ 添付資料 

 ・事業実施計画の承認通知書、交付決定通知書、額確定通知書の写し 

・その他関係書類 



別記様式６（別紙様式） 

 

対象財産一覧 
 

財産の名称 所在地 規格・型式 数量 
取得価格 

（税抜） 

処分制限 

期間 
納品日 経過年数 

        

        

        

        

        

        

        

        

 ※ 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。 

 ※ 本要綱第 11 条の規定により整備した取得財産等管理台帳（別記様式５）から該当財産部分を抜粋して記載すること。 

 


